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○ 愛知淑徳大学学則

第 １ 章 総 則

第 １ 条 本 学 は 愛知 淑 徳大 学 と 称 し 、学 校 法人 愛 知 淑 徳 学園 が 設置 す る 。

第 ２ 条 本 学 は 教育 基 本法 並 び に 学 校教 育 法に 準 拠 し 、学 園 の 創立 精 神 を 基 本と し て 、

健 康 で 気 品 の ある 人 格 ・ 不 撓 不 屈 の精 神 力 、 陰 徳 を 心 がけ る 豊 か な 情 操 を 涵養 す る

と と も に 、 学 術研 鑽 と そ の 創 造 的 な活 用 に 万 全 の 努 力 を払 い 、 あ ま ね く 真 ・善 ・ 美

の 真 価 を 調 和 的に 体 得 す る こ と に より 、 社 会 と 文 化 の 発展 に 貢 献 す る す ぐ れた 人 材

の 育成 を 目 的 と する 。

第 ３ 条  本 学 は その 目 的を 達 成 す る ため 、教 育研 究 活 動 の 状 況 につ い て 自 己 点検 及 び

評 価を 実 施 す る もの と する 。

２  自 己 点 検 及 び評 価 の実 施 に 関 し て必 要 な事 項 は 、 別 に定 め る。

第 ２ 章 学 部 、 学科 、 学生 定 員 、 修 業年 限 、大 学 院 及 び 留学 生 別科

第 ４ 条 本 学 に 次の 学 部、 学 科 及 び 専攻 を 置く 。

文 学部

国 文学 科

教 育学 部

 教育 学 科

人 間情 報 学 部

人 間情 報 学 科

感性 工 学 専 攻

 デー タ サ イ エ ンス 専 攻

心 理学 部

心 理学 科

創 造表 現 学 部

創 造表 現 学 科

創 作表 現 専 攻

メ ディ ア プ ロ デ ュー ス 専攻

建 築学 部
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 建築 学 科  

  建 築 ・ ま ち づく り 専攻  

  住 居 ・ イ ン テリ ア デザ イ ン 専 攻  

健 康医 療 科 学 部  

医 療貢 献 学 科  

言 語聴 覚 学 専 攻  

視 覚科 学 専 攻  

理 学療 法 学 専 攻  

臨 床検 査 学 専 攻  

ス ポー ツ ・ 健 康 医科 学 科  

ス ポー ツ ・ 健 康 科学 専 攻  

救 急救 命 学 専 攻  

 食健 康 科 学 部  

健 康栄 養 学 科  

食 創造 科 学 科  

福 祉貢 献 学 部  

福 祉貢 献 学 科  

社 会福 祉 専 攻  

子 ども 福 祉 専 攻  

交 流文 化 学 部  

交 流文 化 学 科  

ラ ンゲ ー ジ 専 攻  

国 際交 流 ・ 観 光 専攻  

ビ ジネ ス 学 部  

ビ ジネ ス 学 科  

グ ロー バ ル ・ コ ミュ ニ ケー シ ョ ン 学 部  

グ ロー バ ル ・ コ ミュ ニ ケー シ ョ ン 学 科  

 

第 ５ 条  学 部 、 学科 及 び専 攻 の 学 生 定員 は 、次 の と お り とす る 。  

 

学    部   ・   学    科  入 学 定 員  
編 入 学 定 員  

（ ３ 年 次 ）  
収 容 定 員  

文 学部  

国 文学 科  

 

９ ５ 人  
 

 

３ ８ ０ 人  
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教 育学 部  

教 育学 科  

 

１ ４ ０ 人  
 

５ ６ ０ 人  

人 間情 報 学 部  

人 間情 報 学 科  

感 性工 学 専 攻  

データサイエンス専 攻  

 

２ ０ ０ 人  

 

 

 

 

８ ０ ０ 人  

 

 

心 理学 部  

心 理学 科  

 

１ ８ ０ 人  
 

７ ２ ０ 人  

創 造表 現 学 部  

創 造表 現 学 科  

創 作表 現 専 攻  

メディアプロデュース専 攻  

 

 

９ ５ 人  

１ ３ ０ 人  

 

 

 

３ ８ ０ 人  

５ ２ ０ 人  

建 築学 部  

建 築学 科  

建 築 ・ まちづくり専 攻  

住 居 ・ インテリアデザイン専 攻  

 

１ ３ ０ 人  

 

 

 

 

５ ２ ０ 人  

 

 

健 康医 療 科 学 部  

医 療貢 献 学 科  

言 語聴 覚 学 専 攻  

視 覚科 学 専 攻  

理 学療 法 学 専 攻  

臨 床検 査 学 専 攻  

スポーツ・ 健 康 医 科学 科  

スポーツ・ 健 康 科 学専 攻  

救 急救 命 学 専 攻  

４ ０ 人  

４ ０ 人  

４ ０ 人  

４ ０ 人  

１ ３ ０ 人  

 

 

 

１ ６ ０ 人  

１ ６ ０ 人  

１ ６ ０ 人  

１ ６ ０ 人  

５ ２ ０ 人  

 

 

食 健康 科 学 部  
健 康栄 養 学 科  

食 創造 科 学 科  

 

８ ０ 人  

１ ２ ０ 人  

 ３ ２ ０ 人  

４ ８ ０ 人  

福 祉貢 献 学 部  

福 祉貢 献 学 科  

社 会福 祉 専 攻  

子ども福祉 専 攻  

 

 

７ ０ 人  

５ ０ 人  

 
２ ８ ０ 人  

２ ０ ０ 人  

交 流文 化 学 部  

交 流文 化 学 科  

ランゲージ専 攻  
国 際交 流 ・ 観 光 専攻  

 

２ ６ ０ 人  

 

 

 

 

１ ， ０ ４ ０ 人  

 

 

ビジネス学 部  

ビジネス学 科  

 

２ ３ ０ 人  
 

 

９ ２ ０ 人  

グ ロー バ ル ・ コ ミュ ニ ケー シ ョ ン 学 部  

グ ロー バ ル ・ コ ミュ ニ ケー シ ョ ン 学 科  

 

８ ０ 人   ３ ２ ０ 人  

 

第 ６ 条  学 部 の 修業 年 限は 、 ４ 年 と する 。  

２  在 学 年 数 は 、８ 年 を超 え る こ と はで き ない 。 た だ し 、編 入 学し た 学 生 の 在学 年 数

は 、 第 ２ ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 で 定 め る 在 学 す べ き 年 数 の ２ 倍 に 相 当 す る 年 数 を 超 え る

こ とは で き な い 。  

３  休 学 期 間 は 、在 学 年数 に 算 入 し ない 。  

第 ７ 条  本 学 に 大学 院 を置 く 。  

２  大 学 院 の 学 則は 、 別に 定 め る 。  
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第 ８ 条  本 学 に 留学 生 別科 を 置 く 。  

２  留 学 生 別 科 の規 程 は、 別 に 定 め る。  

 

第 ３ 章  職 員 組 織・ 大 学協 議 会 及 び 学部 教 授会  

 

第 ９ 条  本 学 に 学長 、 副学 長 、 学 部 長、 研 究科 長 、 教 務 部長 及 び学 生 部 長 を 置く 。  

２  学 長 は 校 務 をつ か さど り 、 所 属 職員 を 統督 す る 。  

３  副 学 長 は 、 学長 を 補佐 し 、 そ の 命を 受 けて 大 学 の 重 要な 事 項に つ い て の 校務 を つ

か さど る 。  

４  学 部 長 は 、 学長 を 補佐 し 、 そ の 命を 受 けて 学 部 内 の 教学 運 営業 務 を 遂 行 し、 業 務

を 処理 す る と と もに 、 学部 に 所 属 す る教 員 を指 揮 監 督 す る。  

５  研 究 科 長 は 、学 長 を補 佐 し 、 そ の命 を 受け て 研 究 科 内の 教 学運 営 業 務 を 遂行 し 、

業 務を 処 理 す る とと も に、 研 究 科 に 所属 す る教 員 を 指 揮 監督 す る。  

６  教 務 部 長 及 び学 生 部長 は 、 学 長 を補 佐 し、 そ の 命 を 受け て 大学 に 関 す る 教学 運 営

業 務を 統 括 す る 。  

７  本 学 の 職 員 は、教 育 職員 、医 療 職 員 、事 務 職員 、そ の 他 大学 が 定 める 職 員 と す る。  

８  教 育 職 員 は 、教 授 、准 教 授 、 講 師、 助 教及 び 助 手 と する 。  

第 １ ０ 条  本 学 の 教 育 研究 に 関 す る 重要 事 項を 審 議 す る ため 、大 学 協 議 会（ 以 下 「協

議 会」 と い う 。）を 置 く 。  

第 １ １ 条  協 議 会 は 、 次の 各 号 に 掲 げる も ので 組 織 す る 。  

（ １） 学 長  

（ ２） 副 学 長  

（ ３） 教 務 部 長  

（ ４） 学 生 部 長  

（ ５） 学 部 長 及 び学 部 選出 の 教 授 （ 各１ 人 ）  

（ ６） 研 究 科 長  

（ ７） 学 長 補 佐  

（ ８） 図 書 館 長  

（ ９） 国 際 交 流 セン タ ー長  

（ 10） 日 本 語 教 育セ ン ター 長  

（ 11） コ ミ ュ ニ ティ ・ コラ ボ レ ー シ ョン セ ンタ ー 長  

（ 12） キ ャ リ ア セン タ ー長  

（ 13） ダ イ バ ー シテ ィ 共生 セ ン タ ー 長  
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（ 14） AI・ デ ー タサ イ エン ス 教 育 セ ンタ ー 長  

（ 15） 教 職 ・ 司 書・ 学 芸員 教 育 セ ン ター 長  

（ 16） 学 修 ・ 教 育支 援 セン タ ー 長  

（ 17） 事 務 局 長  

（ 18） そ の 他 学 長の 指 名す る 者  

第 １ ２ 条  協 議 会 は 、 学長 が 招 集 し 、議 長 とな る 。  

２  学 長 は 協 議 会で 審 議し た 結 果 を 参酌 し た上 で 、 当 該 議案 に つい て の 決 定 をお こ な

う 。  

第 １ ３ 条  協 議 会 は 、 次の 事 項 に つ いて 審 議す る 。  

（ １） 学 則 そ の 他重 要 規程 の 制 定 及 び改 廃 に関 す る 事 項  

（ ２） 学 生 の 定 員に 関 する 事 項  

（ ３） 大 学 、 大 学院 そ の他 部 局 の 連 絡調 整 に関 す る 事 項  

（ ４） 教 育 職 員 の人 事 に関 す る 事 項  

（ ５） そ の 他 本 学の 運 営に 関 し 、 学 長が 必 要と 認 め る 事 項  

第 １ ４ 条  本 学 に 教 授 会を 置 く 。  

２  学 長 は 第 １ ５条 に 掲げ る 事 項 に つい て 教授 会 に 審 議 を求 め るも の と す る 。  

３  学 長 は 、 教 授会 の 意見 を 参 酌 し た上 で 、当 該 議 案 に つい て の決 定 を お こ なう 。  

第 １ ５ 条  教 授 会 は 次 の事 項 に つ い て審 議 する 。  

（ １） 学 生 の 入 学、 卒 業及 び 課 程 の 修了  

（ ２） 学 位 の 授 与  

（ ３） 前 ２ 号 に 掲げ る もの の ほ か 、 教育 研 究に 関 す る 重 要な 事 項で 、 教 授 会 の意 見

を 聴く こ と が 必 要な も のと し て 学 長 が定 め るも の 。  

２  教 授 会 は 、 前項 に 規定 す る も の のほ か 、学 長 及 び 学 部長 そ の他 の 教 授 会 が置 か れ

る 組織 の 長（ 以下 、学 長 等と い う 。）がつ か さ どる 教 育 研 究 に関 す る事 項 に つ い て審

議 し、 及 び 学 長 等の 求 めに 応 じ 、 意 見を 述 べる こ と が で きる 。  

第 １ ６ 条  教 授 会 の 組 織及 び 運 営 に 関し て 必要 な 事 項 は 、別 に 定め る 。  

 

第 ４ 章  学 年 、 学期 及 び休 業 日  

 

第 １ ７ 条  学 年 は 、 ４ 月１ 日 に 始 ま り、 翌 年３ 月 ３ １ 日 に終 わ る。  

第 １ ８ 条  学 年 を 前 期 及 び 後 期 の ２ 学 期 に 分 け 、 そ の 期 間 の 標 準 は 次 の と お り と し 、

毎 年学 年 の 開 始 まで に これ を 定 め る 。  

前 期  ４ 月 １ 日 から ９ 月３ ０ 日 ま で  
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後 期  １ ０ 月 １ 日か ら 翌年 ３ 月 ３ １ 日ま で  

第 １ ９ 条  休 業 日 は 、 次の と お り と する 。  

（ １） 日 曜 日  

（ ２） 国 民 の 祝 日に 関 する 法 律 （ 昭 和２ ３ 年法 律 １ ７ ８ 号） に 定め る 休 日  

（ ３） 愛 知 淑 徳 学園 創 立記 念 日 ５ 月 １７ 日  

（ ４） 夏 季 休 業 ８月 １ ２日 か ら ８ 月 １７ 日 まで  

（ ５） 冬 季 休 業 １２ 月 ２９ 日 か ら 翌 年１ 月 ３日 ま で  

２  前 項 の 規 定 にか か わら ず 、 学 長 は、 必 要あ る と 認 め る場 合 は、 休 業 日 を 変更 し 、

又 は臨 時 の 休 業 日を 定 める こ と が で きる 。  

３  休 業 日 に お いて も 、学 長 が 必 要 と認 め る場 合 は 、 授 業を 行 うこ と が で き る。  

 

第 ５ 章  入 学  

 

第 ２ ０ 条  入 学 の 時 期 は学 期 の 始 め とす る 。  

第 ２ １ 条  本学 の学 部に 入学 す るこ とが でき る者 は 、次 の各 号の 一に 該 当す る者 とす

る。  

（ １） 高 等 学 校 又は 中 等教 育 学 校 を 卒業 し た者  

（ ２） 通 常 の 課 程に よ る１ ２ 年 の 学 校教 育 を修 了 し た 者 （通 常 の課 程 以 外 の 課程 に

よ りこ れ に 相 当 する 学 校教 育 を 修 了 した 者 を含 む ）  

（ ３） 外 国 に お いて 学 校教 育 に お け る１ ２ 年の 課 程 を 修 了し た 者又 は こ れ に 準ず る

者 で文 部 科 学 大 臣が 指 定し た も の  

（ ４） 文 部 科 学 大臣 が 高等 学 校 の 課 程と 同 等の 課 程 を 有 する も のと し て 認 定 した 在

外 教育 施 設 の 当 該課 程 を修 了 し た 者  

（ ５）専 修 学 校の 高 等 課 程（ 修 業 年 限３ 年 以 上 のも の に 限 る 。）で 文 部科 学 大 臣 が 指

定 した も の を 文 部科 学 大臣 が 定 め る 日以 後 に修 了 し た 者   

（ ６） 文 部 科 学 大臣 の 指定 し た 者  

（ ７） 高 等 学 校 卒業 程 度認 定 試 験 規 則（ 平 成１ ７ 年 文 部 科学 省 令第 １ 号 ） に よる 高

等 学校 卒 業 程 度 認定 試 験に 合 格 し た 者（ 旧 規程 に よ る 大 学入 学 資格 検 定 に 合 格

し た者 を 含 む 。）  

（ ８） そ の 他 本 学に お いて 、 個 別 の 入学 資 格審 査 に よ り 、高 等 学校 を 卒 業 し た者 と

同 等以 上 の 学 力 があ る と認 め た 者 で 、１ ８ 歳に 達 し た 者  

（ ９） 高 等 学 校 に２ 年 以上 在 学 し た 者（ こ れに 準 ず る 者 とし て 文部 科 学 大 臣 が定 め

る 者を 含 む 。）で あっ て 、本学 の 定 め る 分野 に おい て 特 に 優 れた 資 質を 有 す る と
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認 める 者  

第 ２ ２ 条  前 条 に 規 定 す る 者 で 入 学 を 志 願 す る 者 は 、 所 定 の 書 類 に 第 ５ ４ 条 の 入 学

検 定料 を 添 え て 、所 定 の期 日 ま で に 本学 に 提出 し な け れ ばな ら ない 。  

第 ２ ３ 条  学 長 は 、 前 条 の 入 学 志 願 者 に 対 し 選 考 の 上 、 合 格 者 を 定 め る 。  

第 ２ ４ 条  学 長 は 、 前 条 の 合 格 者 で 、 所 定 の 期 日 ま で に 第 ５ ５ 条 の 学 納 金 を 納 入 し 、

誓 約書 そ の 他 所 定の 書 類の 提 出 を 完 了し た 者に 、 入 学 を 許可 す る。  

２  入 学 を 許 可 され た 者は 、 定 め ら れた 期 日ま で に 、 所 定の 手 続き を と ら な けれ ば な

ら ない 。  

第 ２ ５ 条  前 条 の 誓 約 書は 、 保 証 人 １名 が 連署 し た も の でな け れば な ら な い 。  

２  保 証 人 は 父 母又 は それ に 準 ず る 者で な けれ ば な ら な い。  

３  保 証 人 は 学 生の 身 上に 関 し て 一 切の 責 任を 負 う 。  

４  保 証 人 の 変 更又 は 保証 人 に 異 動 があ っ たと き は 、 す みや か に届 け 出 な け れば な ら

な い。  

 

第 ６ 章  編 入 学 、再 入 学、 転 学 部 、 転学 科 及び 転 専 攻  

 

第 ２ ６ 条  次 の 各 号 の いず れ か に 該 当す る 者で 、本 学 に編 入 学 を志 願 す る 者 があ る と

き は、 学 長 は 選 考の 上 、相 当 学 年 に 編入 学 を許 可 す る こ とが で きる 。  

（ １） 学 士 の 学 位を 有 する 者  

（ ２） 短 期 大 学 又は 高 等専 門 学 校 を 卒業 し た者  

（ ３） 本 学 以 外 の大 学 に、 第 ２ 年 次 編入 に あた っ て は １ 年以 上 在学 し ３ ０ 単 位以 上

修 得し た 者 、第 ３ 年次 編 入に あ た っ て は２ 年 以上 在 学 し ６ ０単 位 以上 修 得 し た

者  

（ ４） 専 修 学 校 の専 門 課程 （ 修 業 年 限が ２ 年以 上 で あ る こと 、 その 他 文 部 科 学大 臣

の 定め る 基 準 を 満た す もの に 限 る ） を修 了 した 者  

（ ５） 外 国 に お いて 、 学校 教 育 に お ける １ ４年 以 上 の 課 程（ 日 本に お け る 通 常の 課

程 によ る 学 校 教 育期 間 を含 む ） を 修 了し た 者  

（ ６） 高 等 学 校 の専 攻 科の 課 程 （ 修 業年 限 が２ 年 以 上 で ある こ と、 そ の 他 文 部科 学

大 臣の 定 め る 基 準を 満 たす も の に 限 る）を 修了 し た 者（ ただ し 、学校 教 育 法 第

９ ０条 に 規 定 す る大 学 入学 資 格 を 有 する 者 に限 る ）  

２  前 項 に 規 定 す る 者 の ほ か 、 学 長 は 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を 選 考 の 上 、

相 当学 年 に 編 入 学を 許 可す る こ と が でき る 。  

（ １） 本 学 の 複 数学 位 取得 を 志 願 す る者  
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（ ２） 本 学 と 海 外の 大 学と の 協 定 書 に基 づ く複 数 学 位 取 得を 志 願す る 者  

 ３  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 編 入 学 を 許 可 さ れ た 者 の 既 に 履 修 し た 授 業 科 目 及

び 単位 数 の 取 扱 い、並 び に在 学 す べ き 年数 に つい て は 、学 部長 は 教 授会 の 議 を 経 て、

教 授会 で 審 議 し た結 果 を学 長 に 上 申 する 。  

４  学 長 は 第 ４ ４条 の 規定 に よ り 退 学し た 者又 は 第 ４ ６ 条第 ２ 項の 規 定 に よ り除 籍 さ

れ た 者 が 、 退 学 又 は 除 籍 の 日 か ら ５ 年 以 内 に 、 退 学 又 は 除 籍 時 に 在 籍 し た 学 部 の 学

科 又 は 専 攻 に 再 入 学 を 願 い 出 た と き は 、 教 授 会 の 議 を 経 て 、 再 入 学 を 認 め る こ と が

で きる 。  

５  編 入 学 及 び 再入 学 に関 し て 必 要 な事 項 は、 別 に 定 め る。  

第 ２ ７ 条  本 学 に 入 学 した 者 で 、転 学 部 、転 学 科 又 は転 専 攻 を 志願 す る 者 は、 学 年 の

初 めに 限 り 、 学 長は 特 別の 選 考 に よ って 、 これ を 許 可 す るこ と がで き る 。  

２  転 学 部 、 転 学科 及 び転 専 攻 に 関 して 必 要な 事 項 は 、 別に 定 める 。  

 

第 ７ 章  授 業 科 目の 履 修方 法 、 成 績 評価 及 び留 学 等  

 

第 ２ ８ 条  授 業 科 目 の 開設 及 び そ の 単位 に つい て は 、学部 及 び 教育 セ ン タ ー 等の 本 学

が 設置 す る 教 育 研究 機 関（ 以 下「 学 部等 」と いう 。）が 審 議し 、学 長が 定 め る 。この

場 合 に お い て 、教 育 セ ン タ ー 等 が 開設 す る 授 業 科 目 及 びそ の 単 位 に つ い て は、 重 ね

て 大学 協 議 会 の 審議 を 要す る も の と する 。  

第 ２９ 条  授 業 科目 を 履修 し た 学 生 には 、 試験 及 び そ れ に準 ず る適 切 な 方 法 によ り 学

修 の成 果 を 評 価 して 単 位を 与 え る 。  

２  成 績 評 価 は Ａ＋（９ ０ ％ 以 上）、Ａ（ ８ ０～ ８ ９ ％ ）、Ｂ（ ７ ０～ ７ ９ ％ ）、Ｃ（ ６

０ ～６ ９ ％ ）、Ｆ（ ５ ９ ％以 下 ）、失 、欠、合、否、認 及 び Ｗ をも っ て表 示 し 、Ａ ＋ 、

Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 及 び 合 を 合 格 、 Ｆ 及 び 否 を 不 合 格 と す る 。 ま た 、 受 験 資 格 喪 失 を 失 、 欠

席 を欠 、 認 定 を 認、 履 修中 止 を Ｗ と する 。  

３  前 項 の 成 績 評 価 に よ る 学 業 結 果 を 総 合 的 に 判 断 す る 指 標 と し て 、 Ｇ Ｐ Ａ （ Grade 

Point Average）を用 い る。  

４  前 項 に 定 め るＧ Ｐ Ａは 、 成 績 評 価の う ち、 Ａ ＋ に つ き４ 、 Ａに つ き ３ 、 Ｂに つ き

２ 、 Ｃ に つ き １ 、 Ｆ 、 失 及 び 欠 に つ き ０ を 、 そ れ ぞ れ 評 価 点 と し て 与 え 、 各 授 業 科

目 の 評 価 点 に 、 そ の 単 位 数 を 乗 じ て 得 た 積 の 合 計 を 、 登 録 科 目 の 総 単 位 数 で 除 し て

算 出す る 。  

５  前 ４ 項 に 定 める も のの ほ か 、 必 要な 項 目は 、 授 業 科 目を 開 設す る 学 部 等 の規 程 で

定 める 。  
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第 ３ ０ 条  授 業 科 目 の 単位 数 は 、１単 位 の 授業 科 目 を ４ ５時 間 の学 修 を 必 要 とす る 内

容 をも っ て 構 成 する こ とを 標 準 と し 、授 業 の 方法 に 応 じ て 該当 授 業に よ る 教 育 効果 、

授 業時 間 外 に 必 要な 学 修等 を 考 慮 し て次 の 基準 に よ っ て 定め る 。  

（ １） 講 義 及 び 演習 に つい て は 、 １ ５時 間 から ３ ０ 時 間 まで の 範囲 で 学 部 が 定め る

時 間の 授 業 を も って １ 単位 と す る 。  

（ ２） 実 験 、 実 習及 び 実技 に つ い て は、 ３ ０時 間 か ら ４ ５時 間 まで の 範 囲 で 学部 が

定 める 時 間 の 授 業を も って １ 単 位 と する 。  

（ ３） 卒 業 論 文 、卒 業 研究 及 び 卒 業 制作 等 につ い て は 別 に定 め る。  

第 ３ ０ 条 の ２  本学 は、 文 部 科学 大 臣 が 別 に定 め る と こ ろに よ って 、 講義 、 演習 、実

験 、実 習 又 は 実技 に よ る授 業 を 、 多様 な メ ディ ア を 高 度 に利 用 して 、 当 該 授業 を 行

う 教室 等 以 外 の 場所 で 履修 さ せ る こ とが で きる 。  

２  前 項 の 授 業 方法 に より 実 施 す る 授業 は 、同 時 性 又 は 即時 性 を持 つ 双 方 向 性（ 対 話

性 ）を 有 し 、 授 業時 数 が授 業 の 半 数 を超 え る場 合 に 遠 隔 授業 と して 取 り 扱 う もの と

す る。  

３  前 ２ 項 の 授 業方 法 によ り 修 得 す る単 位 数は ６ ０ 単 位 を超 え ては な ら な い もの と す

る 。  

第 ３ １ 条  １ 年 間 の 授 業を 行 う 期 間 は 、定 期試 験 等 の 期 間を 含 め 、３ ５週 に わ た る こ

と を原 則 と す る 。  

第 ３ ２ 条  学 生 は 、 他 の学 部 の 授 業 科目 を 履修 す る こ と がで き る。  

２  前 項 に 関 し て必 要 な事 項 は 、 学 部に お いて 定 め る 。  

第 ３ ２ 条 の ２  学生 は 、本学 大 学 院 の 研 究 科科 目 の う ち 研究 科 が開 放 科 目 と して 指 定

し た科 目（ 以 下「研 究 科 開放 科 目 」と いう 。）を大 学 院 科 目 等履 修 生と し て 履 修 する

こ とが で き る 。  

２  研 究 科 開 放 科目 及 び履 修 に 関 し 必要 な 事項 は 、 研 究 科に お いて 定 め る 。  

第 ３ ３ 条  学 生 が 他 の 大 学 又 は 短 期 大 学 に お い て 履 修 し た 授 業 科 目 に つ い て 修 得 し

た 単位 を 、 教 育上 有 益 と認 め る と き は、 学 長は 教 授 会 の 議を 経 て本 学 に お け る授 業

科 目の 履 修 に よ り修 得 した 単 位 と み なす こ とが で き る 。  

２  前 項 の 規 定 は、 外 国の 大 学 又 は 短期 大 学に 留 学 し 、 又は 外 国の 大 学 又 は 短期 大 学

が 行う 通 信 教 育 の授 業 科目 を 我 が 国 で履 修 した 場 合 に つ いて 準 用す る 。  

３  学 生 が 短 期 大学 又 は高 等 専 門 学 校の 専 攻科 に お け る 学修 又 は大 学 設 置 基 準（ 昭 和

３ １ 年 文 部 省 令 第 ２ ８ 号 ） 第 ２ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 文 部 科 学 大 臣 が 定 め る 学 修

を 、 教 育 上 有 益 と 認 め る と き は 、 学 長 は 教 授 会 の 議 を 経 て 、 本 学 に お け る 授 業 科 目

の 履修 と み な し 、相 当 の単 位 を 認 定 する こ とが で き る 。  



第２編 大学  (愛知淑徳大学学則) 

 

- 10 - 

４  第 １ 項 及 び 第２ 項 によ り 修 得 し た単 位 とみ な さ れ る 単位 数 は、 第 ３ 項 に より 認 定

す るこ と の で き る単 位 数と 合 わ せ て ６０ 単 位を 超 え な い もの と する 。  

第 ３ ４ 条  学生 が 本 学 に入 学 す る 前 に大 学（本 学 を 含 む 。）又 は 短期 大 学 に お いて 履 修

し た 授 業 科 目 に つ い て 修 得 し た 単 位 を 、 教 育 上 有 益 と 認 め る と き は 、 学 長 は 教 授 会

の 議 を 経 て 、 本 学 に 入 学 し た 後 の 本 学 に お け る 授 業 科 目 の 履 修 に よ り 修 得 し た 単 位

と みな す こ と が でき る 。  

２  学 生 が 本 学 に入 学 する 前 に 行 っ た前 条 第３ 項 に 規 定 する 学 修を 、 教 育 上 有益 と 認

め る と き は 、 学 長 は 教 授 会 の 議 を 経 て 、 本 学 に お け る 授 業 科 目 の 履 修 と み な し 、 相

当 の単 位 を 与 え るこ と がで き る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定に よ り修 得 し た も のと み なし 、 又 は 与 える こ との で き る 単 位数 は 、

編 入 学 の 場 合 を 除 き 、 本 学 に お い て 修 得 し た 単 位 以 外 の も の に つ い て は 、 前 条 に よ

り 本 学 に お い て 修 得 し た も の と み な し 、 又 は 与 え る こ と の で き る 単 位 数 と 合 わ せ て

６ ０単 位 を 超 え ない も のと す る 。  

第 ３ ５ 条  学 生 は、 学 長の 許 可 を 得 て、 休 学す る こ と な く、 外 国の 大 学 又 は 短期 大 学

に 留学 し て 授 業 科目 を 履修 し 、 単 位 を修 得 する こ と が で きる 。  

２  前 項 の 規 定 によ る 留学 を 希 望 す る学 生 は、 保 証 人 と 連署 で 所属 学 部 長 を 通じ 学 長

に 申し 出 な け れ ばな ら ない 。  

第 ３ ６ 条  前条 の規 定に より 留 学し た学 生か ら、 留 学の 期間 及び その 期 間に おい て履

修 した授業科目について修得した単位を、本学の在学期間及び修得単位として認定す

るよう申し出があったときは、学長は、教授会の議を経て認定することができる。  

２  留 学 期 間 中 も授 業 料そ の 他 の 学 納金 を 納入 し な け れ ばな ら ない 。  

３  そ の 他 留 学 に関 し て必 要 な 事 項 は、 別 に定 め る 。  

第 ３ ７ 条  本 学 に 教 職 課程 を 置 き、 教 育 職 員免 許 法 （昭 和 ２ ４ 年法 律 第 １ ４ ７号 ）及

び 同法 施 行 規 則 （昭 和 ２９ 年 文 部 省 令第 ２ ６号 ） の 定 め る授 業 科目 を 開 設 す る。  

２  教 職 課 程 に 関し て 必要 な 事 項 は 、別 に 定め る 。  

第 ３ ８ 条  本 学 に 司 書 課程 を 置 き、 図 書 館 法（ 昭 和 ２５ 年 法 律 第１ １ ８ 号） 及 び 同 法

施 行規 則 （ 昭 和 ２５ 年 文部 省 令 第 ２ ７号 ） の定 め る 授 業 科目 を 開設 す る 。  

２  司 書 課 程 に 関し て 必要 な 事 項 は 、別 に 定め る 。  

第 ３ ９ 条  本 学 に 学 芸 員課 程 を 置 き、 博 物 館法 （ 昭 和２ ６ 年 法 律第 ２ ８ ５ 号） 及 び 同

法 施行 規 則 （ 昭 和３ ０ 年文 部 省 令 第 ２４ 号 ）の 定 め る 授 業科 目 を開 設 す る 。  

２  学 芸 員 課 程 に関 し て必 要 な 事 項 は、 別 に定 め る 。  

 

第 ８ 章  休 学 及 び復 学  
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第 ４ ０ 条  学 生 は 、 疾 病 そ の 他 の 事 由 で 引 き 続 き ３ ヵ 月 以 上 の 修 学 が 困 難 な と き は 、

学 長の 許 可 を 得 て休 学 する こ と が で きる 。  

２  前 項 の 規 定 によ り 休学 し よ う と する 者 は、 休 学 願 に 保証 人 連署 の 上 、 医 師の 診 断

書 又は 詳 細 な 事 由書 を 添え て 提 出 し なけ れ ばな ら な い 。  

３  第 １ 項 の 場 合は 、 学部 長 は 、 教 授会 の 議を 経 て 、 教 授会 で 審議 し た 結 果 を学 長 に

上 申す る 。  

第 ４ １ 条  学 長 は 、特 別の 必 要 が あ ると 認 めら れ た 者 に 対し て は 、休 学を 命 じ る こ と

が でき る 。  

第 ４ ２ 条  休 学 期 間 は １年 以 内 と す る。 た だし 、 正 当な 理 由 が 認め ら れ た 者 には 、引

き 続き 休 学 を 許 可す る こと が で き る 。  

２  休 学 期 間 は 通算 し て４ 年 を 超 え るこ と はで き な い 。  

３  休 学 期 間 は 卒業 に 必要 な 在 学 年 数に 算 入し な い 。  

４  休 学 中 の 学 納金 に つい て は 、 学 納金 等 納入 規 程 に 定 める 。  

第 ４ ３ 条  休 学 期 間 中 にそ の 事 由 が 消滅 し たと き に は 、学 長 は 教授 会 の 議 を 経て 、復

学 を許 可 す る こ とが で きる 。  

２  第 ４ １ 条 の 規定 に より 休 学 を 命 ぜら れ た者 が 復 学 す ると き は、 医 師 の 診 断書 を 添

え 、学 長 に 願 い 出て 、 その 許 可 を 得 なけ れ ばな ら な い 。  

 

第 ９ 章  退 学 、 転学 、 除籍 及 び 復 籍  

 

第 ４ ４ 条  学 生 が 退 学 しよ う と す る とき は、事 由 を 明 記し た 退 学願 に 保 証 人 連署 の 上 、

学 長に 提 出 し な けれ ば なら な い 。  

２  前 項 の 場 合 、学 長 は、 当 該 教 授 会の 議 を経 て 、 こ れ を許 可 する 。  

第 ４ ５ 条  学 生 が 他 の 大学 に 転 学 し よう と する と き は 、事 由 を 明記 し た 転 学 願に 保 証

人 連署 の 上 、 学 長に 提 出し な け れ ば なら な い。  

２  前 項 の 場 合 、学 長 は、 当 該 教 授 会の 議 を経 て 、 こ れ を許 可 する 。  

第 ４ ６ 条  学 生 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、学 長 は 、当 該 教 授 会 の 議 を 経 て 、

除 籍す る 。  

（ １） 第 ６ 条 第 ２項 に 規定 す る 在 学 年数 に 至っ て も 卒 業 でき な いと き  

（ ２） 学 納 金 の 納入 を 怠り 、 督 促 を 受け て もな お 納 入 し ない と き  

（ ３） 休 学 期 間 を満 了 して も 復 学 又 は退 学 しな い と き  

（ ４） 死 亡 又 は 行方 不 明に な っ た と き  
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（ ５） 就 学 継 続 の意 思 がな い も の と 確認 さ れた と き  

 ２  前 項 第 ２ 号 に よ り 除 籍 さ れ た 者 が 、 所 定 の 期 間 内 に 復 籍 を 願 い 出 た と き は 、 学 長

は 、教 授 会 の 議 を経 て 復籍 を 許 可 す るこ と がで き る 。  

 

第 １ ０ 章  卒 業 及 び 学 位  

 

第 ４ ７ 条  本学に所定の期間在学し、所定の授業科目及びその単位を修得し、学 部 の 定

め る 卒 業 の 資 格を 得 た 者 に 対 し 、 学部 長 は 教 授 会 の 議 を経 て 、 教 授 会 で 審 議し た 結

果 を学 長 に 上 申 し、 学 長は 教 授 会 の 意見 を 参酌 し た 上 で 卒業 を 認定 す る 。  

２  卒 業 に 必 要 な単 位 数は 学 部 規 程 に定 め る。  

３  学 長 は 、 第 １項 の 規定 に よ り 卒 業を 認 定さ れ た 者 に 、学 士 の学 位 を 授 与 する 。  

４  学 位 に 関 し て必 要 な事 項 は 、 別 に定 め る。  

 

第 １ １ 章  賞 罰  

 

第 ４ ８ 条  学 長 は 、学 業 、課 外活 動 等 で 顕 著な 実 績 を あ げた 学 生を 表 彰 す る こと が で

き る。  

２  学 生 の 表 彰 に関 す る規 程 は 、 別 に定 め る。  

第 ４ ９ 条  本 学 の 諸 規 程に 反 し て 秩 序を 乱 し、又 は 学 生の 本 分 にも と る 行 為 があ っ た

学 生を 懲 戒 す る 。  

２  懲 戒 に つ い ては 、 当該 教 授 会 の 議を 経 て、 学 長 が 行 う。  

３  懲 戒 は 訓 告 、停 学 及び 退 学 の ３ 種類 と する 。  

 ４  前 項 の 場 合に お ける 退 学 は 、 次の 各 号の い ず れ か に該 当 する 者 に 対 し て行 う 。  

（ １） 本 学 の 諸 規程 に 反し て 秩 序 を 甚だ し く乱 し た 者  

（ ２） 学 生 と し ての 本 分に 著 し く 反 した 者  

（ ３） 性 行 不 良 で改 善 の見 込 み が な いと 認 めら れ る 者  

５  そ の 他 懲 戒 に関 し て必 要 な 事 項 は、 別 に定 め る 。  

 

第 １ ２ 章  科 目 等 履 修 生、 特 別 科 目 等履 修 生、 聴 講 生 及 び外 国 人留 学 生  

 

第 ５ ０ 条  学 長 は、 本 学の 学 生 以 外 の者 で、 本 学 に おい て 授 業 科目 を 履 修 し、 単 位 を

修 得 し よ う と する 者 に 対 し て 、 教 育研 究 上 支 障 が な い と認 め た と き は 選 考 の上 、 科

目 等履 修 生 と し て履 修 を許 可 す る こ とが で きる 。  
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２  科 目 等 履 修 生の 履 修方 法 及 び 単 位の 授 与は 、 第 ２ ９ 条の 規 定を 準 用 す る 。  

３  科 目 等 履 修 生に 関 して 必 要 な 事 項は 、 別に 定 め る 。  

第 ５ １ 条  学 長 は 、本 学と の 協 定 に 基づ い て 、本 学に お い て 授 業科 目 を 履 修 しよ う と

す る者 を 、 特 別 科目 等 履修 生 と し て 履修 を 許可 す る こ と がで き る。  

２  特 別 科 目 等 履修 生 に関 し て 必 要 な事 項 は、 別 に 定 め る。  

第 ５ ２ 条  学 長 は 、本 学の 学 生 以 外 の者 で 、本 学 にお い て 授 業 科目 を 聴 講 し よう と す

る 者 に 対 し て 、教 育 研 究 上 支 障 が ない と 認 め た と き は 選考 の 上 、 聴 講 生 と して 聴 講

を 許可 す る こ と がで き る。  

２  聴 講 生 に 関 して 必 要な 事 項 は 、 別に 定 める 。  

第 ５ ３ 条  日 本 の 国 籍 を有 し な い 者 で 、大 学に お け る 教 育を 受 ける 目 的 で 入 国し 、本

学 に 入 学 を 志 願す る 者 が あ る と き は、 学 長 は 、 特 別 の 選考 に よ り 、 外 国 人 留学 生 と

し て入 学 を 許 可 する こ とが で き る 。  

 

第 １ ３ 章  学 納 金  

 

第 ５ ４ 条  入 学 を 志 願 する 者 は 、入学 願 書 を提 出 す る 際 に入 学 検定 料 を 納 入 しな け れ

ば なら な い 。  

第 ５ ５ 条  入 学 す る 者 は、所 定 の 期日 ま で に入 学 金 そ の 他の 学 納金 を 納 入 し なけ れ ば

な らな い 。  

第 ５ ６ 条  本 学 が 必 要 と認 め た 者 に は、学 納金 の 一 部 又 は全 部 を免 除 す る こ とが で き

る 。  

２  学 納 金 の 免 除に 関 して は 、 別 に 定め る 。  

第 ５ ７ 条  学 生 は 、学 納金 を 所 定 の 方法 で 所定 の 期 日 ま でに 納 入し な け れ ば なら な い 。 

２  所 定 の 学 納 金を 完 納し な い 者 は 、卒 業 の認 定 を し な い。  

３  学 納 金 に 関 する 規 程は 、 別 に 定 める 。  

第 ５ ８ 条  実 験 実 習 費 その 他 必 要 な 費用 は 、別 に 徴 収 す る。  

第 ５ ９ 条  既 納 の 学 納 金は 返 還 し な い。  

 

第 １ ４ 章  開 放 講 座 及 び公 開 講 座  

 

第 ６ ０ 条  本 学 の 開 設 する 授 業 科 目 のう ち 特に 定 め る も のを 開 放講 座 と し 、本 学 の 学

生 以外 の 者 に 聴 講さ せ るこ と が で き る。  

２  開 放 講 座 に 関し て 必要 な 事 項 は 、別 に 定め る 。  



第２編 大学  (愛知淑徳大学学則) 

 

- 14 - 

第 ６ １ 条  本 学 は 、生 涯学 習 に 寄 与 する た め授 業 科 目 の 他に 公 開講 座 を 開 設 する こ と

が でき る 。  

 

第 １ ５ 章  研 究 所 及 び セン タ ー 等  

 

第 ６ ２ 条  本 学 に 研 究 所を 置 く 。  

２  研 究 所 に 関 して 必 要な 事 項 は 、 別に 定 める 。  

第 ６ ３ 条  本 学 に セ ン ター 等 を 置 く 。  

２  セ ン タ ー 等 は次 の 各号 に 掲 げ る セン タ ー及 び 部 門 を 置き 、 各セ ン タ ー 及 び部 門 に

関 して 必 要 な 事 項は 、 別に 定 め る 。  

（ １）  国 際交 流 セ ン タ ー  

（ ２）  日 本語 教 育 セ ン ター  

（ ３） コ ミ ュ ニ ティ ・ コラ ボ レ ー シ ョン セ ンタ ー  

（ ４） キ ャ リ ア セン タ ー  

（ ５） ダ イ バ ー シテ ィ 共生 セ ン タ ー  

（ ６） AI・ デ ー タサ イ エン ス 教 育 セ ンタ ー  

（ ７） 教 職 ・ 司 書・ 学 芸員 教 育 セ ン ター  

（ ８） 学 修 ・ 教 育支 援 セン タ ー  

（ ９） 会 計 教 育 部門  

第 ６ ４ 条  本 学 に 相 談 室等 を 置 く 。  

２  相 談 室 等 は 次の 各 号に 掲 げ る 相 談室 等 を置 き 、 相 談 室等 に 関し て 必 要 な 事項 は 、

別 に定 め る 。  

（ １） 学 生 相 談 室  

（ ２） 保 健 管 理 室  

第 ６ ５ 条  本 学 に 学 外 に開 放 す る 機 構と し て、 付 設 機 関 を置 く 。  

２  次 の 各 号 に 掲げ る 付設 機 関 を 置 き 、付 設 機関 に 関 し て 必要 な 事項 は 、別 に 定 める 。  

（ １） 心 理 臨 床 相談 室  

（ ２） 愛 知 淑 徳 大学 ク リニ ッ ク  

（ ３） 愛 知 淑 徳 職場 内 保育 室  

 

第 １ ６ 章  図 書 館  

 

第 ６ ６ 条  本 学 に 附 属 図書 館 を 置 く 。  
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２  附 属 図 書 館 に関 し て必 要 な 事 項 は、 別 に定 め る 。  

 

第 １ ７ 章  厚 生 補 導 施 設等  

 

第 ６ ７ 条  本 学 は 必 要 に応 じ て 、運 動 場 、体 育 館 そ の他 の ス ポ ーツ 施 設 、講 堂 及 び 寄

宿 舎、 課 外 活 動 施設 そ の他 の 厚 生 補 導施 設 を置 く 。  

 

第 １ ８ 章  補 則  

 

第 ６ ８ 条  こ の 学 則 に 定 め る も の の ほ か 、 学 則 施 行 に 必 要 な 事 項 は 、 学 長 が 定 め る 。 

 

附  則  

こ の学 則 は 、 昭 和５ ０ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則 （ 昭 ５ １ ． ４ ． １ 改 定 ）  

１  こ の 学 則 は 、昭 和 ５１ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

２  昭 和 ５ ０ 年 度入 学 した 者 に 係 る 授業 料 等の 額 は 、 第 ３１ 条 の規 定 に か か わ ら

ず 、改 定 前 の 通 りと す る。  

附  則 （ 昭 ５ ２ ． ４ ． １ 改 定 ）  

１  本 学 則 は 、 昭和 ５ ２年 ４ 月 １ 日 から 施 行す る 。  

２  昭 和 ５ １ 年 度 以 前 に 入 学 し た 者 に 係 る 授 業 料 等 の 額 は 、 第 ３ １ 条 の 規 定 に か

か わら ず 、 な お 従前 の 例に よ る 。   

附  則 （ 昭 ５ ３ ． ４ ． １ 改 定 ）  

１  本 学 則 は 、 昭和 ５ ３年 ４ 月 １ 日 から 施 行す る 。  

２  昭 和 ５ ２ 年 度 以 前 に 入 学 し た 者 に 係 る 授 業 料 等 の 額 は 、 第 ３ １ 条 の 規 定 に か

か わら ず 、 な お 従前 の 例に よ る 。  

附  則 （ 昭 ５ ４ ． ４ ． １ 改 定 ）  

１  本 学 則 は 、 昭和 ５ ４年 ４ 月 １ 日 から 施 行す る 。  

２  昭 和 ５ ３ 年 度 以 前 に 入 学 し た 者 に 係 る 授 業 料 等 の 額 は 、 第 ３ １ 条 の 規 定 に か

か わら ず 、 な お 従前 の 例に よ る 。  

附  則 （ 昭 ５ ５ ． ４ ． １ 改 定 ）  

１  本 学 則 は 、 昭和 ５ ５年 ４ 月 １ 日 から 施 行す る 。  

２  昭 和 ５ ４ 年 度 以 前 に 入 学 し た 者 に 係 る 授 業 料 等 の 額 は 、 第 ３ １ 条 の 規 定 に か
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か わら ず 、 な お 従前 の 例に よ る 。  

附  則 （ 昭 ５ ６ ． ４ ． １ 改 定 ）  

１  本 学 則 は 、 昭和 ５ ６年 ４ 月 １ 日 から 施 行す る 。  

２  昭 和 ５ ５ 年 度 以 降 の 授 業 料 に つ い て は 、 毎 年 人 事 院 勧 告 に よ る 国 家 公 務 員 給

与 ベー ス ア ッ プ 率等 を 基準 と し て 改 定す る こと が あ る 。  

附  則 （ 昭 ５ ７ ． ４ ． １ 改 定 ）  

本 学則 は 、 昭 和 ５７ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則 （ 昭 ５ ８ ． ４ ． １ 改 正 ）  

本 学則 は 、 昭 和 ５８ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則 （ 昭 ５ ９ ． ４ ． １ 改 正 ）  

本 学則 は 、 昭 和 ５９ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則 （ 昭 ６ ０ ． ４ ． １ 改 定 ）  

１  本 学 則 は 、 昭和 ６ ０年 ４ 月 １ 日 から 施 行す る 。  

２  昭 和 ６ ０ 年 度 以 降 の 図 書 館 情 報 学 科 の 授 業 料 に つ い て は 、 毎 年 人 事 院 勧 告 に

よ る国 家 公 務 員 給与 ベ ース ア ッ プ 率 等を 基 準と し て 改 定 する こ とが あ る 。  

附  則 （ 昭 ６ １ ． ４ ． １ 改 正 ）  

本 学則 は 、 昭 和 ６１ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則 （ 昭 ６ ２ ． ４ ． １ 改 定 ）  

１  本 学 則 は 、 昭和 ６ ２年 ４ 月 １ 日 から 施 行す る 。  

２  昭 和 ６ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在 に お い て 、 本 学 に 在 学 す る も の に つ い て は 、 第 ３

条 別 表 第 １ 、 第 ９ 条 及 び 第 ３ １ 条 別 表 第 ２ の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例

に よる 。  

附  則 （ 昭 ６ ３ ． ４ ． １ 改 定 ）  

１  本 学 則 は 、 昭和 ６ ３年 ４ 月 １ 日 から 施 行す る 。  

２  昭 和 ６ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在 に お い て 、 本 学 に 在 学 す る も の に つ い て は 、 第 ３

条 別 表 第 １ 、 第 ９ 条 及 び 第 ３ １ 条 別 表 第 ２ の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例

に よる 。  

附  則 （ 平 元 ． ４ ． １ 改 正 ）  

こ の学 則 は 、 平 成元 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則 （ 平 ２ ． ４ ． １ 改 正 ）  

こ の学 則 は 、 平 成２ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則 （ 平 ３ ． ４ ． １ 改 正 ）  



第２編 大学  (愛知淑徳大学学則) 

 

- 17 - 

１  学 則 第 １ ７ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 文 学 部 国 文 学 科 、 英 文 学 科 、 図 書 館 情 報

学 科 及 び コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 科 の 入 学 定 員 を 平 成 ３ 年 度 か ら 平 成 １ １ 年 度 ま

で の期 間 お の お の１ ５ ０名 と す る 。  

２  平 成 ３ 年 度 以 降 の 文 学 部 国 文 学 科 、 英 文 学 科 、 図 書 館 情 報 学 科 及 び コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョ ン 学 科 の 授 業 料 等 の 学 納 金 に つ い て は 、 毎 年 度 人 事 院 勧 告 に よ る 国 家

公 務員 給 与 の べ 一ス ア ップ 等 を 基 準 とし て 改定 す る こ と があ る 。  

３  本 学 則 は 、 平成 ３ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則 （ 平 ４ ． ４ ． １ 改 正 ）  

本 学則 は 、 平 成 ４年 ４ 月１ 日 か ら 施 行す る 。  

附  則 （ 平 ５ ． ４ ． １ 改 正 ）  

１  本 学 則 は 、 平成 ５ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

２  平 成 ５ 年 度 以 降 の 文 学 部 国 文 学 科 、 英 文 学 科 、 図 書 館 情 報 学 科 、 コ ミ ュ ニ ケ

ー ショ ン 学 科 の 授業 料 等の 学 納 金 に つい て は、 な お 従 前 の例 に よる 。  

附  則 （ 平 ６ ． ４ ． １ 改 正 ）  

１  本 学 則 は 、 平成 ６ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

２  平 成 ６ 年 度 以 降 の 文 学 部 国 文 学 科 、 英 文 学 科 、 図 書 館 情 報 学 科 、 コ ミ ュ ニ ケ

ー ショ ン 学 科 の 授業 料 等の 学 納 金 に つい て は、 な お 従 前 の例 に よる 。  

附  則 （ 平 ７ ． ４ ． １ 改 正 ）  

１  こ の 学 則 は 、平 成 ７年 ４ 月 １ 日 から 施 行す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 第 ２ の 改 正 規 定 中 現 代 社 会 学 部 に 係 る 入 学 検

定 料に つ い て は 、平 成 ７年 １ 月 １ ０ 日か ら 施行 す る 。  

３  学 則 第 ５ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 文 学 部 国 文 学 科 、 英 文 学 科 、 図 書 館 情 報 学

科 及 び コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 科 の 収 容 定 員 を 、 平 成 ３ 年 度 か ら 平 成 １ １ 年 度 ま

で の期 間 お の お の６ ０ ０名 と す る 。  

附  則 （ 平 ７ ． ７ ． ２ ９ 改 正 ）  

こ の学 則 は 、平 成 ７ 年 ７月 ２ ９ 日 か ら施 行 し 、平 成８ 年 度 以 降 の入 学 に 係 る 入学

検 定料 に つ い て 適用 す る。  

附  則 （ 平 ８ ． １ ． ９ 改 正 ）   

１  こ の 学 則 は 、平 成 ８年 １ 月 ９ 日 から 施 行す る 。  

２  改 正 後 の 学 則 別 表 第 ２ に 規 定 す る 授 業 料 及 び 維 持 費 の 額 は 、 平 成 ８ 年 度 以 後

に 入学 又 は 在 学 する 学 生に つ い て 適 用す る 。  

附  則 （ 平 ８ ． ４ ． １ 改 正 ）  
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こ の学 則 は 、 平 成８ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則 （ 平 ９ ． ４ ． １ 改 正 ）  

こ の学 則 は 、 平 成９ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則 （ 平 １ １ ． ４ ． １ 改 正 ）  

こ の学 則 は 、 平 成１ １ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則 （ 平 １ ２ ． ４ ． １ 改 正 ）  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 学 則 は 、平 成 １２ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 学 則 施 行の 際 、現 に 文 学 部 コミ ュ ニケ ー シ ョ ン 学科 に 在籍 す る 学 生 の所

属 は、 改 正 後 の 学則 第 ４条 の 規 定 に かか わ らず 、 従 前 の 例に よ る。 な お 、 文 学

部 コミ ュ ニ ケ ー ショ ン 学科 の 廃 止 は 、当 該 学科 に 在 籍 す る総 て の学 生 の 卒 業 を

も って 行 う も の とす る 。  

３  改 正 後 の 学 則第 ５ 条の 規 定 に か かわ ら ず、 臨 時 的 定 員の 一 部延 長 に 伴 う 文学

部 及び コ ミ ュ ニ ケー シ ョン 学 部 の 各 年度 の 入学 定 員 及 び 収容 定 員並 び に 前 項 の

規 定に よ る 文 学 部コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン学 科 の廃 止 ま で の 間の 収 容定 員 は 、 次 の

表 のと お り と す る。  

 

 

附  則  

こ の学 則 は 、 平 成１ ３ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の学 則 は 、 平 成１ ４ 年１ 月 １ ５ 日 から 施 行す る 。  

学 部・学 科 

入   学   定   員 収   容   定   員 

１２年

度 

１３年

度 

１４年

度 

１５年

度 

１２年

度 

１３年

度 

１４年

度 

１５年

度 

１６年

度 

１７年

度 

１８年

度 

文学部            

  国文学科 １２０人 １１５人 １１０人 １０５人 ５７０人 ５３５人 ４９５人 ４５０人 ４３０人 ４１５人 ４０５人 

  英文学科 １２０人 １１５人 １１０人 １０５人 ５７０人 ５３５人 ４９５人 ４５０人 ４３０人 ４１５人 ４０５人 

  図書館情報学科 １２０人 １１５人 １１０人 １０５人 ５７０人 ５３５人 ４９５人 ４５０人 ４３０人 ４１５人 ４０５人 

  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 － － － － ４５０人 ３００人 １５０人 － － － － 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部            

  ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ心理学科 １６２人 １５９人 １５６人 １５３人 １６２人 ３２１人 ４９２人 ６６０人 ６４８人 ６３９人 ６３３人 

  ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 １５８人 １５６人 １５４人 １５２人 １５８人 ３１４人 ４８３人 ６５０人 ６４２人 ６３６人 ６３２人 

  言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 １０８人 １０６人 １０４人 １０２人 １０８人 ２１４人 ３２８人 ４４０人 ４３２人 ４２６人 ４２２人 
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附  則  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 学 則 は 、平 成 １４ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 学 則 第 ３ ４ 条 の 規 定 は 、 平 成 １ ４ 年 度 の 入 学 生 か ら 適 用 し 、 こ の 学

則 施 行 の 日 現 在 本 学 に 在 学 す る 学 生 が 、 本 学 入 学 前 に 他 の 大 学 又 は 短 期 大 学 等

に お い て 履 修 し た 授 業 科 目 に つ い て 修 得 し た 単 位 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る。  

附  則  

こ の学 則 は 、 平 成１ ５ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の学 則 は 、 平 成１ ５ 年１ １ 月 １ 日 から 施 行す る 。  

附  則  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 学 則 は 、平 成 １６ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

 （経 過 措 置 ）  

２  こ の 学 則 施 行 の 際 、 従 前 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 部 ビ ジ ネ ス コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョ ン 学 科 及 び 文 化 創 造 学 部 文 化 創 造 学 科 環 境 文 化 専 攻 に 在 籍 す る 学 生 の 所 属 は 、

改 正後 の 学 則 第 ４条 の 規定 に か か わ らず 、 従前 の 例 に よ る。  

３  改 正 後 の 第 ５ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 １ ８ 年 度 ま で の 間 の 収 容 定 員 は 、

次 のと お り と す る。  

 

学部・学科  収 容 定 員 
１ ６ 年 度  １ ７ 年 度  １ ８ 年 度  

文 学 部             

 国 文 学 科  ４ １ ０ 人  ３ ７ ５ 人  ３ ４ ５ 人  

 英 文 学 科  ４ １ ０ 人  ３ ７ ５ 人  ３ ４ ５ 人  

 図 書 館 情 報 学 科  ４ ３ ０ 人  ４ １ ５ 人  ４ ０ ５ 人  

現 代 社 会 学 部       

 現 代 社 会 学 科  １ ， １ ６ ５ 人  １ ， １ ６ ０ 人  １ ， １ ８ ０ 人  

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 部     

 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 心 理 学 科  ６ ４ ３ 人  ６ ２ ９ 人  ６ ３ ３ 人  

 言 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 科  ４ ３ ２ 人  ４ ２ ６ 人  ４ ３ ２ 人  

 ビ ジ ネ ス コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 科  ４ ７ ７ 人  ３ ０ ６ 人  １ ５ ２ 人  

文 化 創 造 学 部     

 表 現 文 化 専 攻  ３ ９ ５ 人  ４ １ ０ 人  ４ ３ ５ 人  

 多 元 文 化 専 攻  ３ ９ ５ 人  ４ １ ０ 人  ４ ３ ５ 人  

 環 境 文 化 専 攻  ２ ８ ０ 人  １ ８ ０ 人  ９ ０ 人  
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附  則  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 学 則 は 、平 成 １８ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  前 項 の 規 程 に か か わ ら ず 、 平 成 １ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 第 ９ 条 第 ３ 項

中「准 教 授 、講師 、助 教 」と あ る の は 、「 助 教 授、講 師 」と、第 １ ４ 条第 ２ 項 中

「 准教 授 」 と あ るの は 「助 教 授 」 と 読み 替 えて 適 用 す る 。  

附  則  

こ の学 則 は 、 平 成１ ９ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の学 則 は 、 平 成２ ０ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の学 則 は 、 平 成２ １ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則 （ 平 ２ ２ ． ４ ． １ 改 正 ）  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 学 則 は 、平 成 ２２ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 学 則 施 行の 際 、現 に 文 学 部 図書 館 情 報学 科 、現 代 社会 学 部 現代 社 会 学 科 、

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 部 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 心 理 学 科 、 言 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン 学 科 、 文 化 創 造 学 部 文 化 創 造 学 科 、 医 療 福 祉 学 部 福 祉 貢 献 学 科 、 医 療 貢 献 学

科 に 在 籍 す る 学 生 の 所 属 は 、 改 正 後 の 学 則 第 ４ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 従 前 の

例 によ る 。  

３  第 １ １ 条 第 ３号 の 規定 に か か わ らず 、平成 ２ ２ 年 ４ 月１ 日 の学 部 改 組 に あた

り 新し く 設 置 さ れる 学 部の 基 礎 と な る学 部 から は 学 部 選 出の 教 授は 置 か な い 。  

附  則  

こ の学 則 は 、 平 成２ ４ 年２ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の学 則 は 、 平 成２ ５ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の学 則 は 、 平 成２ ７ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則 （ 平 ２ ８ ． ４ ． １ 改 正 ）  

（ 施行 期 日 ）  
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１  こ の 学 則 は 、平 成 ２８ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 学 則 施 行 の 際 、 現 に メ デ ィ ア プ ロ デ ュ ー ス 学 部 メ デ ィ ア プ ロ デ ュ ー ス 学

科 に 在 籍 す る 学 生 の 所 属 は 、 改 正 後 の 学 則 第 ４ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 従 前 の

例 によ る 。  

３  第 １ １ 条 第 ３号 の 規定 に か か わ らず 、 平成 ２ ８ 年 ４ 月１ 日 の学 部 改 組 に あた

り 新し く 設 置 さ れる 学 部の 基 礎 と な る学 部 から は 学 部 選 出の 教 授は 置 か な い 。  

附  則  

こ の学 則 は 、 平 成２ ９ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則 （ 平 ３ ０ ． ４ ． １ 改 正 ）  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 学 則 は 、平 成 ３０ 年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 学 則 施 行 の 際 、 現 に 文 学 部 英 文 学 科 に 在 籍 す る 学 生 の 所 属 は 、 改 正 後 の

学 則第 ４ 条 の 規 定に か かわ ら ず 、 従 前の 例 によ る 。  

附  則  

こ の学 則 は 、 平 成３ １ 年４ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の学 則 は 、 令 和２ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則  

こ の学 則 は 、 令 和２ 年 ６月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則  

こ の学 則 は 、 令 和３ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則  

こ の学 則 は 、 令 和４ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則  

こ の学 則 は 、 令 和４ 年 １０ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

こ の学 則 は 、 令 和５ 年 ４月 １ 日 か ら 施行 す る。  

附  則  

こ の学 則 は 、 令 和５ 年 １０ 月 １ 日 か ら施 行 する 。  

附  則 （ 令 ６ ． ４ ． １ 改 正 ）  
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（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 学 則 は 、令 和 ６年 ４ 月 １ 日 から 施 行す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 学 則 施 行 の 際 、 現 に 健 康 医 療 科 学 部 健 康 栄 養 学 科 に 在 籍 す る 学 生 の 所 属

は 、改 正 後 の 学 則第 ４ 条の 規 定 に か かわ ら ず、 従 前 の 例 によ る 。  

附  則 （ 令 ７ ． ４ ． １ 改 正 ）  

（ 施行 期 日 ）  

１  こ の 学 則 は 、令 和 ７年 ４ 月 １ 日 から 施 行す る 。  

（ 経過 措 置 ）  

２  こ の 学 則 施 行 の 際 、 現 に 文 学 部 総 合 英 語 学 科 、 教 育 学 科 、 創 造 表 現 学 部 創 造

表 現 学 科 建 築 ・ イ ン テ リ ア デ ザ イ ン 専 攻 に 在 籍 す る 学 生 の 所 属 は 、 改 正 後 の 学

則 第４ 条 の 規 定 にか か わら ず 、 従 前 の例 に よる 。  
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